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一　

は
じ
め
に

　
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」（
以
下
、
自

由
権
規
約
、
ま
た
は
規
約
と
い
う
）
第
40
条
１
項
は
、「（
ａ
）
当
該

締
約
国
に
つ
い
て
こ
の
規
約
が
効
力
を
生
ず
る
時
か
ら
一
年
以
内

に
、（
ｂ
）
そ
の
後
は
委
員
会
が
要
請
す
る
と
き
に
、
こ
の
規
約

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
実
現
の
た
め
に
と
っ
た
措
置
及
び

こ
れ
ら
の
権
利
の
享
受
に
つ
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
進
歩
に
関
す
る

報
告
」
を
す
る
よ
う
締
約
国
に
求
め
て
い
る
。
規
約
が
履
行
監
視

機
関
と
し
て
設
置
し
た
「
人
権
委
員
会
」（
以
下
、
規
約
人
権
委
員

会
、
ま
た
は
委
員
会
と
い
う
）
は
、
締
約
国
が
提
出
し
た
報
告
書

を
検
討
し
、
近
年
で
は
、
検
討
後
に
、
各
締
約
国
に
よ
る
規
約
履

行
状
況
の
評
価
と
勧
告
を
含
む
「
最
終
見
解
（concluding 

observations

）」
を
採
択
し
て
い
る（

１
）。

　

委
員
会
は
、
最
初
の
報
告
書
を
提
出
し
た
後
は
五
年
ご
と
に
報

告
書
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
日
本
の
報
告
書
の
審
議
は
、
第
一

回
報
告
書
（CCPR/C/10/A

dd.1

）
の
審
議
が
一
九
八
一
年
、
第

特
集

日
本
の
第
五
回
定
期
報
告
書
に
つ
い
て

村
上　

正
直

　

日
本
は
、
自
由
権
規
約
の
国
内
に
お
け
る
実
施
に
つ
い
て
、
約
一
〇
年
ぶ
り
に
第
五
回
定
期
報
告
書
を
提
出
し
た
。
本
稿
は
、
こ
の
特
集
の
総
論
と
し
て
、

ま
ず
、
特
に
前
回
の
第
四
回
定
期
報
告
書
の
審
議
に
際
し
て
委
員
会
が
示
し
た
懸
念
や
勧
告
を
振
り
返
る
。
次
い
で
、
差
別
の
問
題
を
中
心
と
し
て
報
告
書
の

内
容
を
概
観
し
た
後
、
報
告
書
全
体
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
〇
年
の
間
に
、
日
本
の
人
権
状
況
は
い
く

ら
か
の
点
で
進
展
を
み
た
が
、
委
員
会
の
懸
念
や
勧
告
の
根
幹
的
な
部
分
に
は
顕
著
な
進
展
は
な
く
、
前
回
同
様
の
懸
念
や
勧
告
を
受
け
る
可
能
性
が
高
い
。

要　
　

約
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二
回
定
期
報
告
書
（CCPR/C/42/A

dd.4 and Corr.1 and 2)

の

審
議
が
一
九
八
八
年
、
第
三
回
定
期
報
告
書
（CCPR/C/70/

A
dd.1 and Corr.1 and 2)

の
審
議
が
一
九
九
三
年
、
そ
し
て
、

前
回
の
第
四
回
定
期
報
告
書
（CCPR/C/115/A

dd.3

）
の
審
議

が
一
九
九
八
年
で
あ
る
。
日
本
に
つ
い
て
「
最
終
見
解
」
が
採
択

さ
れ
た
の
は
、
第
三
回
定
期
報
告
書
審
議
後
か
ら
で
、
前
回
の「
最

終
見
解
」（CCPR/C/79/A

dd.102 （
２
））
は
二
度
目
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
九
九
八
年
の
「
最
終
見
解
」
で
は
、
二
〇
〇
二
年
一
〇

月
に
次
回
の
報
告
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、実
際
に
は
、

第
五
回
定
期
報
告
書
（CCPR/C/JPN

/5. 

以
下
、
単
に
報
告
書
と

い
う
場
合
に
は
、
こ
の
第
五
回
定
期
報
告
書
を
い
う
）
は
、
前
回
の

報
告
書
審
議
か
ら
約
一
〇
年
を
経
て
提
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
報
告
書
の
審
議
は
、
一
九
九
八
年
の「
最
終
見
解
」（
以
下
、

単
に
「
最
終
見
解
」
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
の
「
最
終
見
解
」
を
い
う
）

に
お
け
る
委
員
会
の
指
摘
や
勧
告
へ
の
対
応
を
含
む
、
こ
の
一
〇

年
間
に
お
い
て
み
ら
れ
た
日
本
の
人
権
状
況
が
審
査
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
前
回
の
「
最
終
見
解
」
を
概
観
し
、
次
い

で
、
こ
の
特
集
の
趣
旨
に
従
い
、
差
別
の
問
題
（
婚
外
子
差
別
や

女
性
差
別
の
問
題
を
除
く
）
を
中
心
と
し
て
報
告
書
の
概
要
を
簡

単
に
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る（

３
）。

な
お
、
報
告
書
に
は

沖
縄
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
福
地

論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二　

第
四
回
報
告
書
に
対
す
る
最
終
見
解
の
概
要

　

ま
ず
、
一
九
九
八
年
の
「
最
終
見
解
」
の
概
要
は
表
１
に
示
し

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
別
し
て
三
つ
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。第
一
は
、規
約
の
各
条
文
の
実
施
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
前
提
と
な
る
事
項
な
ど
の
総
論
的
部
分
で
あ
る
。
規
約
が
定

め
る
権
利
の
制
約
の
問
題
、
国
内
人
権
機
関
の
設
置
な
ど
に
よ
る

救
済
に
関
す
る
問
題
、
人
権
教
育
や
、
締
約
国
の
報
告
書
お
よ
び

委
員
会
の
見
解
や
規
約
解
釈
の
広
報
・
周
知
の
問
題
、
関
係
者
と

の
対
話
に
関
す
る
問
題
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
者
に
対
す
る
差
別
や
保
護
の
欠

如
の
指
摘
で
あ
る
。
婚
外
子
や
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
、
ア
イ
ヌ
先
住
民
族
、
女
性
、
外
国
人
な
ど
に
対
す
る
差

別
の
存
在
に
対
す
る
懸
念
や
、規
約
違
反
の
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
女
性
や
子
ど
も
に
対
す
る
保
護
の
欠
如
の
指
摘
や
、
永
住

者
に
対
す
る
再
入
国
許
可
制
度
の
適
用
の
規
約
違
反
の
指
摘
を
加

え
れ
ば
、
こ
の
種
の
指
摘
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　

第
三
は
、
被
拘
禁
者
（
刑
事
事
件
の
被
疑
者
や
被
告
人
や
、
死
刑

囚
を
含
む
受
刑
者
、
入
管
被
収
容
者
な
ど
）
や
刑
事
被
告
人
、
す
な

わ
ち
、
公
権
力
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
者
や
、
公
権
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表１　第4回報告書に対する関する最終所見（1998年）の概要
事　項 委員会による評価（（　）内はCCPR/C/79/Add.102の該当部分）
制　約 （１）規約違反の世論調査による正当化は不可（para.7）。

（２）「公共の福祉」概念の不明確性及び規約違反の制限の可能性（para.8）。
救　済 国内人権機関の創設が必要（人権擁護委員制度はそれに非該当）（para.9）。特に警察及び入

管当局に独立調査機関が必要（para.10）。
差　別 （１）「合理的な差別」の概念は第26条と抵触（para.11）。

（２）国籍・戸籍・相続権に関する婚外子差別は第26条違反（para.12）。
（３） 日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別（朝鮮人学校の不認定

を含む）あり（para.13）。
（４）第27条による保護は国民に非限定（一般的意見23）（para.13）。
（５） アイヌ先住マイノリティ差別あり（土地への権利の不認定、言語・高等教育に関し）

（para.14）。
（６）部落差別あり（教育、所得、効果的救済制度に関し）（para.15）。
（７）６ヶ月の待婚期間及び婚姻年齢の男女差などは女性に対する差別（para.16）。
（８）外国人登録証の常時携帯義務の永住者への適用は第26条違反（para.17）。

第12条 永住者に対する再入国許可制度の適用は第12条２項及び４項違反（para.18）。
女　性 （１）不正取引・奴隷類似行為の対象者たる女性に対する保護が不十分（para.29）。

（２）障害をもつ女性の強制不妊に対する補償を受ける権利の欠如は遺憾（para.31）。
（３） 女性に対する暴力（特に家庭内暴力及び強姦）の高発生率と改善措置の不存在に懸念

（para.30）。
児　童 （１） 児童売春・児童ポルノに関する新規立法につき、性的同意の下限年齢が13歳と低い場

合には、18歳未満の児童を保護しない可能性あり（para.29）。
（２） 売春目的のために日本に外国人児童を連れてくることを禁止するための特定の法的条

項の不存在に懸念（para.29）。
第６条 死刑犯罪数が多数。死刑犯罪は「最も重大な犯罪」に限定すべき（para.20）。
被拘禁者
の取扱い

（１） 入管被収容者の処遇（手錠の使用や隔離室での収容、暴力、セクハラなど）に懸念
（para.19）。

（２）入管被収容者の収容期間の長期化のケースに懸念（para.19）。
（３） 死刑確定者に対する、面会・通信の不当な制限、死刑確定者の家族・弁護士への執行

不通知は規約違反（para.21）。
（４） 起訴前の警察拘禁につき、その期間の長期性（23日間）と、保釈権、被疑者の弁護人

依頼権・取り調べの立ち会い権の不保障、接見制限などに懸念（para.22）。
（５） 代用監獄制度により、被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある

ことに懸念（para.23）。
（６）人身保護規則第4条は規約第９条に違反（para.24）。
（７）行刑制度とその運用、被収容者の権利保障に懸念（para.27）。

第14条 （１）自白の強要のないよう、厳格な監視と透明化が必要（para.25）。
（２）検察の証拠開示義務がないこと（公判提出予定のものを除く）に懸念（para.26）。

第19条・
第22条　

中労委による、腕章着用者の審問拒否は第19条及び第22条に違反（para.28）。

人権教育 /
周知広報

（１） 裁判官、検察官及び行政官に対する規約上の人権についての教育の不存在に懸念
（para.32）。

（２） 委員会の一般的意見及び選択議定書に基づく通報に関する委員会の見解は、裁判官に
提供されるべき（para.32）。

（３）締約国の報告書と最終見解の周知・広報の確保が必要（para.34）。
対NGO 最終見解の履行に際して、関係者（NGOを含む）との対話が必要（para.34）。
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力
に
直
面
し
て
い
る
者
な
ど
へ
の
保
護
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。

　

以
上
の
委
員
会
の
指
摘
に
は
、
権
利
の
制
約
に
関
す
る
問
題
や

「
合
理
的
差
別
」
の
概
念
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
そ
の
妥
当
性
に

や
や
疑
問
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
規
約
の
実
施
に
直
接

か
か
わ
る
第
二
お
よ
び
第
三
の
問
題
に
含
ま
れ
る
指
摘
は
ほ
ぼ
妥

当
な
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ご
く
単
純
化
し
て
い
え

ば
、
人
権
保
護
が
最
も
徹
底
さ
れ
る
べ
き
者
や
場
面
に
お
い
て
深

刻
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
い
か
に
応
え
る

の
か
が
、
今
回
の
報
告
書
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
次
に
、
差
別

の
問
題
に
関
す
る
報
告
書
の
内
容
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

三　

第
五
回
政
府
報
告
書
の
概
要

１　

外
国
人
一
般

　

外
国
人
一
般
に
関
し
て
、
報
告
書
は
、
規
約
第
２
条
の
実
施
に

関
し
て
、「
指
紋
押
な
つ
制
度
の
全
廃
」、「
外
国
人
労
働
者
の
受

入
れ
」、「
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
が
外
国
人
の
人
権
擁
護
の
た

め
に
講
じ
て
い
る
措
置
」な
ど
の
項
目
を
設
け
て
記
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
９
条
と
の
関
係
で
、「
入
管
施
設
に
お
け
る
収
容
」を
、

第
10
条
と
の
関
係
で
、
代
用
監
獄
に
お
け
る
「
外
国
人
被
留
置
者

の
処
遇
」
を
、
第
12
条
と
の
関
係
で
、「
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
に
規
定
す
る
再
入
国
許
可
制
度（

４
）

」、「
我
が
国
の
難
民
政

策
」、
第
13
条
と
の
関
係
で
退
去
強
制
手
続
な
ど
を
記
述
す
る
。

　

な
お
、
二
〇
〇
六
年
の
改
正
入
管
法
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
テ

ロ
対
策
の
一
環
と
し
て
、
外
国
人
に
対
す
る
指
紋
や
写
真
な
ど
の

提
供
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
報
告
書
で
は
、
記
載
さ
れ
て

い
る
情
報
が
二
〇
〇
三
年
ま
た
は
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
も
の
と
さ

れ
て
い
る（

５
）た
め
、
そ
の
記
載
は
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
審
議
に
あ

た
っ
て
は
、
審
議
の
場
に
出
席
し
た
政
府
代
表
が
、
報
告
書
を
紹

介
し
、
ま
た
、
委
員
の
質
問
に
回
答
す
る
際
に
最
新
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
は
、
報
告
書
の
審
議
の
際
に
問

題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

２　

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人

　

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
第
２
条
と
の
関
連

で
、「
偏
見
・
差
別
を
な
く
す
た
め
の
啓
発
活
動
」、「
外
国
人
登

録
証
明
書
の
携
帯
義
務
」
お
よ
び
「
朝
鮮
人
学
校
」
に
つ
い
て
記

述
し
、
第
12
条
と
の
関
係
で
、
上
記
の
よ
う
に
再
入
国
許
可
制
度

に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
て
い
る
。

　
「
最
終
見
解
」
と
の
関
係
で
は
、
不
法
入
国
者
・
不
法
残
留
者

が
多
数
存
在
す
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
外
国
人
登
録
証
の

常
時
携
帯
義
務
そ
の
も
の
は
維
持
す
る
と
し
つ
つ
、
他
方
で
、
一
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九
九
九
年
の
外
国
人
登
録
法
の
改
正
に
よ
り
、
携
帯
義
務
違
反
者

に
対
す
る
刑
事
罰
（
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
）
が
、
行
政
罰
（
一

〇
万
円
以
下
の
過
料
）
に
改
め
ら
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る（

６
）。

ま
た
、再
入
国
許
可
制
度
に
つ
い
て
は
、特
別
永
住
者
に
つ
い
て
、

「
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
考
慮
し
、
我
が
国
に
お
け
る
法
的
地
位
の

一
層
の
安
定
化
を
図
る
た
め
」、
入
管
特
例
法
に
よ
り
い
く
つ
か

の
特
例
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
制
度
を
説
明
し
て
い
る（

７
）。

３　

被
差
別
部
落

　

第
26
条
と
の
関
係
で
は
「
同
和
問
題
」
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

報
告
書
は
、
一
九
六
九
年
以
降
、
三
つ
の
特
別
措
置
法
に
基
づ
く

特
別
対
策
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
同
和
地
区
を
と
り

ま
く
状
況
は
大
き
く
改
善
さ
れ
、
ま
た
、
差
別
意
識
面
で
も
確
実

に
解
消
さ
れ
て
き
て
い
る
と
し
、「
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
域

改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
が
失
効
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
、
特
別
対

策
は
終
了
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
結
ぶ（

８
）。

　

な
お
、
報
告
書
は
「
我
が
国
に
お
け
る
人
権
擁
護
の
制
度
的
側

面
」
の
項
目
で
、
一
九
九
六
年
の
人
権
擁
護
施
策
推
進
法
に
基
づ

く
人
権
擁
護
推
進
審
議
会
の
動
向
、
お
よ
び
、
特
に
「
現
行
の
人

権
擁
護
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
し
、
人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
の
実

効
的
な
救
済
と
人
権
啓
発
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
人

権
擁
護
法
案
」
を
二
〇
〇
二
年
三
月
に
国
会
に
提
出
し
た
こ
と
、

政
府
が
引
き
続
き
同
法
案
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
こ

と
な
ど
を
説
明
し
て
い
る（

９
）。

４　

ア
イ
ヌ
民
族

　

ア
イ
ヌ
民
族
に
つ
い
て
、
報
告
書
は
第
27
条
と
の
関
連
で
「
ア

イ
ヌ
民
族
文
化
振
興
関
連
施
策
」
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、「
北

海
道
ア
イ
ヌ
生
活
向
上
関
連
施
策
」
に
お
い
て
、
北
海
道
庁
が
二

〇
〇
二
年
度
か
ら
新
た
な
対
策
「
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
生
活
向
上

に
関
す
る
推
進
方
策
」
を
実
施
し
、
政
府
も
北
海
道
庁
の
施
策
に

協
力
し
、
関
係
予
算
の
充
実
に
つ
と
め
て
い
る
と
す
る）

10
（

。

四　

問
題
点

　

次
に
、
今
一
度
、
報
告
書
全
体
に
立
ち
戻
っ
て
、
差
別
の
問
題

に
関
す
る
記
述
を
含
む
報
告
書
の
問
題
点
を
み
て
お
こ
う
。
主
に

次
の
五
点
に
わ
た
る
問
題
が
あ
る
。

　

第
一
に
、「
最
終
見
解
」
に
正
面
か
ら
回
答
し
て
い
な
い
も
の

が
あ
る
。
特
に
規
約
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
例

え
ば
、
報
告
書
は
、
第
27
条
に
よ
る
保
護
が
国
民
に
限
定
さ
れ
な

い
と
す
る
委
員
会
の
注
意
喚
起）

11
（

に
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
第
27
条
と
の
関
連
で
は
ア
イ
ヌ
民
族
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
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て
の
み
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
委
員
会
の
第
27
条
解
釈
を
暗
黙
の

う
ち
に
否
定
し
て
い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
。ま
た
、委
員
会
は
、

規
約
第
12
条
に
い
う
「
自
国
」
と
い
う
文
言
が
「
国
籍
国
」
と
同

義
で
は
な
く
、「
第
二
世
代
、
第
世
代
の
日
本
へ
の
永
住
者
、
日

本
に
生
活
基
盤
の
あ
る
外
国
人
」
や
「
日
本
で
出
生
し
た
韓
国
・

朝
鮮
出
身
の
人
々
の
よ
う
な
永
住
者
」に
と
っ
て
は
、
日
本
が「
自

国
」
に
該
当
す
る
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る）

12
（

。
し
か
し
、
報
告
書

は
、
特
別
永
住
者
に
対
す
る
「
特
例
」
に
つ
い
て
触
れ
る
だ
け
で

あ
り
、
委
員
会
解
釈
の
当
否
に
は
触
れ
て
は
い
な
い
。

　

ま
た
、
人
身
保
護
規
則
第
四
条
に
よ
る
人
身
保
護
法
の
適
用
範

囲
の
限
定
の
問
題
に
つ
い
て
、
委
員
会
が
規
約
第
９
条
と
の
不
適

合
を
指
摘
し
て
い
る）

13
（

の
に
対
し
て
、
報
告
書
は
、「
第
四
回
報
告

に
対
す
る
最
終
見
解
に
つ
い
て
は
最
高
裁
判
所
に
も
配
布
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、『
最
終
見
解
』
の
第
24

段
落
に
お
い
て
示
さ
れ
た
人
身
保
護
規
則
第
四
条
の
規
定
の
廃
止

等
の
要
否
に
つ
い
て
、こ
の
よ
う
な
人
身
保
護
法
の
趣
旨
に
従
い
、

ま
た
、
人
身
の
自
由
を
保
護
す
る
他
の
制
度
と
の
関
連
を
踏
ま
え

つ
つ
、
今
後
と
も
慎
重
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
」
と
回
答
す
る）

14
（

。
三
権
分
立
制
を
と
る
日
本
の
制
度
上
、

行
政
府
で
あ
る
政
府
が
、
最
高
裁
が
策
定
し
た
人
身
保
護
規
則
の

当
否
や
改
正
の
要
否
に
触
れ
る
こ
と
に
は
難
し
い
面
が
あ
る
こ
と

は
理
解
し
う
る
。
し
か
し
、
規
約
や
委
員
会
に
と
っ
て
は
、
規
約

の
内
容
や
委
員
会
の
勧
告
が
日
本
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
権
限
分
配
は
日

本
の
内
部
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、

最
高
裁
が
こ
の
問
題
を「
慎
重
に
検
討
」し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
検
討
の
内
容
や
進
捗
状
況
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
最
高
裁
に
問
題
を
「
丸
投
げ
」
し
て
い
る
に
等
し
い
よ
う

な
回
答
は
、
委
員
会
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
疑

問
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
こ
れ
と
の
関
係
で
、「
最
終
見
解
」
に
対
す
る
回
答

の
説
得
性
に
問
題
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
記
の
制
度

の
記
述
に
終
始
し
て
い
る
と
す
る
点
に
も
か
か
わ
る
。
例
え
ば
、

再
入
国
許
可
制
度
の
永
住
者
へ
の
適
用
を
問
題
視
す
る
委
員
会
の

指
摘
に
対
し
て
、
こ
の
制
度
の
説
明
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
説
得

力
が
な
い
。
ま
た
、
被
収
容
者
の
取
扱
い
に
関
し
、
委
員
会
が
、

「
被
収
容
者
の
不
服
申
立
を
調
査
す
る
た
め
の
信
頼
で
き
る
制
度

の
欠
如
」
に
懸
念
を
示
し
て
い
る）

15
（

が
、
報
告
書
は
、
こ
れ
に
対
し

て
、こ
の
勧
告
を
受
け
た
措
置
と
し
て
、「
一
九
九
九
年
四
月
以
降
、

意
見
箱
（opinion boxes

）
設
置
に
よ
り
被
収
容
者
か
ら
直
接
意

見
を
聴
取
す
る
制
度
を
収
容
施
設
に
お
い
て
実
施
し
、
処
遇
の
改

善
に
役
立
て
て
い
る
」
と
す
る）

16
（

。
こ
の
よ
う
な
「
制
度
」
が
あ
っ

て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
委
員
会
の
懸
念
に
応
え
る
措
置
と

は
い
え
ず
、
そ
の
説
得
力
に
は
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
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は
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
委
員
会
に
よ
る
国
内
人
権
機
関
の
設
置

要
請
に
沿
う
人
権
擁
護
法
案
に
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
仮
に

人
権
擁
護
法
案
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
委
員
会
勧
告
に

一
致
す
る
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
の
法
案
は
現
時
点
に
お
い
て
な
お
成
立
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
人
権
擁
護
法
案
が
、
委
員
会
が
求
め
る
「
独
立
し
た
仕
組

み）
17
（

」
や
「
独
立
し
た
機
関
又
は
当
局）

18
（

」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
が
改

め
て
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
人
権
擁
護

法
案
で
は
、
人
権
侵
害
の
申
し
立
て
を
検
討
す
る
委
員
会
が
、
入

管
施
設
や
刑
務
所
な
ど
を
か
か
え
る
法
務
省
の
外
局
に
お
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
入
管
当
局
に
よ
る
不
適
正
な
処
遇
を
問
題
視
す
る

委
員
会
に
と
っ
て
説
得
的
な
「
仕
組
み
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑

問
な
し
と
は
し
な
い
。

　

第
三
に
、
国
際
的
に
み
て
認
め
ら
れ
な
い
規
約
解
釈
が
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
報
告
書
は
、
第
９
条
に
関
し
て
、「
入
管
施
設

に
お
け
る
収
容
」
の
項
目
の
も
と
で
、「
我
が
国
の
退
去
強
制
手

続
は
刑
事
手
続
と
は
別
個
独
立
の
も
の
で
あ
り
、
退
去
強
制
手
続

に
よ
り
身
柄
を
収
容
さ
れ
た
者
は
『
刑
事
上
の
罪
に
問
わ
れ
て
逮

捕
さ
れ
又
は
抑
留
さ
れ
た
者
』
に
あ
た
ら
な
い
た
め
、
本
規
約
第

９
条
は
退
去
強
制
手
続
に
よ
り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
者
に
は
適
用

さ
れ
な
い
」
と
す
る）

19
（

。
こ
の
解
釈
は
、
委
員
会
が
早
く
か
ら
示
し

て
き
た
解
釈
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
委
員
会
は
、
第
９
条
の

う
ち
、
そ
の
文
言
上
、
刑
事
手
続
の
み
に
適
用
さ
れ
る
規
定
を
除

い
て
、
そ
の
他
の
規
定
は
身
体
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
す
べ
て
に

適
用
さ
れ
る
と
解
釈
す
る）

20
（

。
ま
た
、
規
約
第
９
条
と
同
趣
旨
の
規

定
で
あ
る
、
欧
州
人
権
条
約
第
五
条
は
、
そ
の
文
言
上
、
刑
事
手

続
以
外
の
手
続
に
同
条
が
適
用
さ
れ
、
同
条
約
の
履
行
監
視
機
関

で
あ
る
欧
州
人
権
裁
判
所
も
、
条
約
第
五
条
を
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
退
去
強
制
手
続
に
適
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら

み
れ
ば
、
政
府
の
解
釈
は
国
際
的
に
成
り
立
た
な
い
。

　

こ
の
点
と
の
関
連
で
、
い
ま
ひ
と
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
政
府
解
釈
と
、
報
告
書
の
他
の
部
分
で
み
ら
れ
る
記
述
が

矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
報
告
書
は
、
こ
の

よ
う
な
第
９
条
解
釈
を
示
す
一
方
で
、
同
じ
く
第
９
条
に
関
す
る

報
告
の
な
か
で
、「
精
神
保
健
福
祉
法
に
よ
る
措
置
入
院
等
」や「
伝

染
病
予
防
法
の
廃
止
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
制
定
」
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た

説
明
を
し
て
い
る）

21
（

。
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
身
体
の
拘
束
は
、

退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
身
柄
の
拘
束
と
同
様
の
性
格
を
も
つ
、

行
政
機
関
に
よ
る
身
体
の
拘
束
で
あ
る
。
一
方
で
第
９
条
の
行
政

手
続
へ
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
留
保
を

行
う
こ
と
な
く
行
政
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
に
つ
い
て
報
告
す

る
こ
と
に
は
、
矛
盾
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
報
告
書
の
作
成
方
法
に
原
因
が
あ
る
の
か
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も
し
れ
な
い
。
報
告
書
の
作
成
の
窓
口
は
外
務
省
で
あ
り
、
外
務

省
は
、
そ
の
報
告
書
に
関
係
す
る
個
々
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
に
関
し
て
権
限
の
あ
る
関
係
各
省
庁
に
情
報
の
提
供
を
依
頼
し

て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
収
集
さ
れ
た
情
報
の
調
整
や
補
完
な
ど
の

作
業
が
十
分
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
こ
と
は
、
報
告
書
の
信
頼
性
を
疑
わ
せ
る
一
因
と
も
な
り
う
る

も
の
で
あ
っ
て
、
報
告
書
の
作
成
過
程
そ
の
も
の
を
再
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
四
に
、
報
告
書
で
は
、
制
度
の
説
明
が
多
く
、
そ
の
運
用
実

態
や
、
制
度
の
効
果
性
に
対
す
る
評
価
を
欠
い
て
い
る
も
の
が
多

い
。
例
え
ば
、
報
告
書
は
、
い
わ
ゆ
る「
代
用
監
獄
」に
つ
い
て
、

そ
の
制
度
を
説
明
し
、
そ
こ
に
お
け
る
被
留
置
者
の
生
活
に
つ
い

て
「
被
留
置
者
の
人
権
を
十
分
保
障
し
、
国
連
の
被
拘
禁
者
処
遇

最
低
基
準
規
則
の
趣
旨
の
沿
っ
た
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
る）

22
（

」と
し
、

「
被
留
置
者
の
人
権
を
保
障
す
る
た
め
、
警
察
に
お
い
て
は
、
被

留
置
者
の
処
遇
を
担
当
す
る
部
門
と
犯
罪
の
捜
査
を
担
当
す
る
部

門
は
厳
格
に
分
離
さ
れ
て
い
る）

23
（

」
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
制
度
や

そ
の
建
前
の
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
委
員
会
が
問
題
と
す
る
の

は
、
制
度
の
運
用
実
態
で
あ
り
、
ま
た
、
捜
査
担
当
部
局
と
留
置

担
当
部
局
が
同
じ
警
察
組
織
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
の
み
で
、
委
員
会
が
納
得
す
る
と
は
思
わ

れ
な
い
。

　

第
五
に
、
報
告
書
の
記
述
に
は
誤
っ
た
印
象
を
与
え
る
お
そ
れ

の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
紹
介
し
た
部
落
差
別
に
関

す
る
記
述
は
、
事
実
の
経
緯
の
説
明
と
し
て
は
誤
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
の
仕
方
は
、
部
落
差
別
の
存
在
を
認

め
、
そ
の
た
め
に
特
別
の
措
置
を
と
っ
た
結
果
、
特
別
の
対
策
を

講
ず
る
必
要
が
な
く
な
る
ま
で
に
至
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
め
ば
、
部
落
差
別
は
す
で
に
ほ
ぼ
解
消
し
た
と
い
う
印

象
を
受
け
る
。
部
落
差
別
が
現
存
し
、
そ
れ
が
な
お
深
刻
な
問
題

で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
様
々
な
側
面
に
つ
い
て
、

そ
の
実
態
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
部
落
差
別
が
解
消

さ
れ
た
か
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
、
不
誠
実
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、
簡
単
に
報
告
書
に
つ
い
て
触
れ
た
。
最
後
に
い
く
ら
か

の
こ
と
を
述
べ
て
、
個
別
の
問
題
を
検
討
す
る
各
論
文
に
譲
り
た

い
。

　

第
四
回
定
期
報
告
書
が
審
議
さ
れ
た
一
九
九
八
年
以
降
、
日
本

の
人
権
状
況
に
進
展
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
人
身
売
買
問
題
や
子
ど
も
に
関
す
る
措
置
な
ど
の
場
面
で

は
顕
著
な
進
展
が
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
八

年
の
「
最
終
見
解
」
が
表
明
し
た
懸
念
や
規
約
違
反
の
指
摘
、
改
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善
の
勧
告
な
ど
の
多
く
の
も
の
は
、
な
お
そ
れ
に
即
し
た
措
置
が

と
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
一
九
九
八
年
の「
最
終
見
解
」が
、

何
よ
り
も
ま
ず
「
委
員
会
は
、
第
三
回
報
告
の
検
討
の
後
に
発
せ

ら
れ
た
そ
の
勧
告
が
大
部
分
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
遺
憾
」

と
す
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
委
員
会
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、

す
で
に
約
一
五
年
前
の
一
九
九
三
年
の
「
最
終
見
解
」
に
お
い
て

も
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
外
子
や
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
、ア
イ
ヌ
民
族
、部
落
の
人
々
に
対
す
る
差
別
の
問
題
や
、

外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
義
務
や
、
死
刑
に
か
か
わ
る
問
題
、

被
拘
禁
者
の
処
遇
、
代
用
監
獄
制
度
の
問
題
な
ど
は
、
一
九
九
三

年
の
「
最
終
見
解
」
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
は
、
日
本
の
人
権
状
況
は
一
九

九
三
年
以
降
、
顕
著
な
改
善
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
外
国
人
登

録
証
不
携
帯
に
つ
い
て
刑
事
罰
か
ら
行
政
罰
に
変
わ
っ
た
と
い
う

事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
委
員
会
の
勧
告
か
ら
み
れ

ば
、
そ
の
ご
く
一
部
に
か
か
わ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
九
三
年
の
「
最
終
見
解
」
の
指
摘
以
降
、
日
本
の
人
権
状

況
に
顕
著
な
進
展
が
み
ら
れ
な
い
原
因
の
一
つ
は
、
日
本
と
世
界

と
の
人
権
に
関
す
る
認
識
や
出
発
点
の
ズ
レ
に
あ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

日
本
が
こ
れ
ら
の
人
々
が
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発

し
て
法
制
度
を
構
築
し
、
説
明
す
る
の
に
対
し
て
、
委
員
会
は
、

そ
の
生
活
実
態
か
ら
日
本
国
民
と
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
る
べ
き

も
の
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
被
収
容
者
の

処
遇
に
つ
い
て
、
日
本
は
人
身
の
自
由
の
保
障
が
行
政
手
続
に
は

及
ば
な
い
と
解
釈
し
、
委
員
会
は
、
こ
の
保
障
が
す
べ
て
の
人
身

の
拘
束
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
日
本
が
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
を
認

識
し
、
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
後
も
委
員
会
に
よ

り
規
約
違
反
の
指
摘
を
く
り
返
し
受
け
続
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
報
告
書
が
日
本
に
お
け
る
人
権
状
況
の
実
態

を
十
分
に
は
伝
え
て
い
な
い
以
上
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
、
信
頼
し
う

る
正
確
な
情
報
提
供
は
、
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

注（
１
）concluding observations

は
、
最
終
見
解
や
最
終
所
見
、
総

括
所
見
な
ど
、い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
訳
が
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、

外
務
省
の
訳
語
に
従
う
。

（
２
）「
最
終
見
解
」
の
外
務
省
仮
訳
は
、
特
集
資
料
（
六
六
〜
七
〇
頁
）

を
参
照
。
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
外
務
省
の
訳
文
を
用
い

る
。

（
３
）
第
五
回
定
期
報
告
書
の
外
務
省
仮
訳
は
、
同
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（http://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/

）
か
ら
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
稿
に
お
け
る
報
告
書
の
内
容
の
紹
介
の
際
に
は
、
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基
本
的
に
こ
の
仮
訳
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
仮
訳
と
国
連
の

公
式
文
書
で
あ
るCCPR/C/JPN

/5

と
で
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ（
段

落
）
番
号
が
異
な
り
、
ま
た
、
微
妙
に
内
容
が
異
な
る
部
分
も
あ

る
。
そ
の
た
め
、
報
告
書
を
直
接
引
用
す
る
際
に
は
、
仮
訳
と
公

式
文
書
版
の
双
方
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号
を
示
す
。

（
４
）
仮
訳
で
は
「
出
入
国
管
理
制
度
及
び
難
民
認
定
法
に
規
定
す
る

再
入
国
許
可
制
度
」
で
あ
る
が
、
公
式
文
書
版
の
記
述
の
方
が
正

確
で
あ
る
た
め
、
後
者
を
用
い
る
。

（
５
）
仮
訳
で
は
、
こ
の
報
告
書
が
取
り
扱
う
の
は
一
九
九
七
年
七
月

（
前
回
の
第
四
回
定
期
報
告
書
の
提
出
後
の
時
点
）
か
ら
二
〇
〇

四
年
三
月
ま
で
と
す
る
が
、
公
式
文
書
版
で
は
一
九
九
七
年
か
ら

二
〇
〇
三
年
三
月
と
な
っ
て
い
る
。

（
６
）
仮
訳paras.53-54,

公
式
文
書
版paras.53-54.

（
７
）
仮
訳para.265,

公
式
文
書
版para.271.

（
８
）
仮
訳paras. 360-363,

公
式
文
書
版374-377.

（
９
）
仮
訳para.1,

公
式
文
書
版para.1.

（
10
）
仮
訳paras.364-369,

公
式
文
書
版paras. 378-383.

（
11
）「
最
終
見
解
」para.13.

（
12
）「
最
終
見
解
」para.18.

（
13
）「
最
終
見
解
」para.24.

（
14
）
仮
訳para.173,

公
式
文
書
版para.179.

（
15
）「
最
終
見
解
」para.27 e.

（
16
）
仮
訳para.7,

公
式
文
書
版para.7.

（
17
）「
最
終
見
解
」para.9.

（
18
）「
最
終
見
解
」para.10.

（
19
）
仮
訳para.164,

公
式
文
書
版para.170 

（c

）.

（
20
）
一
九
八
二
年
に
委
員
会
が
採
択
し
た
「
一
般
的
性
格
を
有
す
る

意
見
９
」para.1

を
参
照
。

（
21
）
仮
訳paras. 135-144,

公
式
文
書
版paras. 140-149.

（
22
）
仮
訳para.232,

公
式
文
書
版para.238.

（
23
）
仮
訳para.251,

公
式
文
書
版para.257.




